
政
令
第

号

住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
住
宅
金
融
公
庫
法
及
び
住
宅
融
資
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第

号
）
の
施
行

に
伴
い
、
住
宅
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
七
条
第
三
項
及

び
第
二
十
七
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
七
条
の
五
」
を
「
第
十
七
条
の
六
」
に
、
「
公
庫
債
券
（
第
十
八
条
―
第
三
十
一
条
）
」
を
「
公
庫
債
券
等

（
第
十
七
条
の
七
―
第
三
十
一
条
）
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
第
十
七
条
第
十
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
十
項
第

一
号
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
第
十
七
条
第
十
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
第
十
項
第
二
号
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第

十
七
条
第
十
項
第
四
号
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
十
七
条
第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「



第
十
七
条
第
十
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
十
項
の
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
七
条
第
十

一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
十
項
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
第
一

号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
七
条
第
十
項
第
二
号
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
第
十
七
条
第
十
項
第
三
号
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条

第
十
項
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第
十
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
十

一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
十
七
条
第
十
項
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
七

条
第
十
項
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
の
表
五
の
項
中
「
第
十
七
条
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
、

「
同
条
第
十
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
第
十
七
条
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を

「
第
十
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第
十
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
十
一
項
第
二
号
」
に
、
「
第
十
七
条
第

十
項
第
二
号
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
中
「
第
十
七
条
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第



十
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
項
及
び
四
の
項
中
「
同
条
第
十
項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
、
「
同
条
第
十
一
項
」
を

「
同
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
同
条
第
十
項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
五
の
見
出
し
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第

二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
」
に
、
「
組
織
と
能
力
と
」
を
「
組
織
及
び
能
力
」
に
改
め
、

第
一
章
中
同
条
を
第
十
七
条
の
六
と
し
、
第
十
七
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
十
七
条
の
五

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
公
庫
の
業
務
を
委
託
す
る
に
必
要
で

、
か
つ
、
適
切
な
組
織
及
び
能
力
を
有
す
る
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
債
権
回
収
会
社
と
す
る
。

「
第
二
章

公
庫
債
券
」
を
「
第
二
章

公
庫
債
券
等
」
に
改
め
る
。

第
二
章
中
第
十
八
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
引
当
金
）



第
十
七
条
の
七

公
庫
は
、
債
権
譲
受
け
に
要
す
る
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
住
宅
金
融
公
庫
債
券
（
以
下
「
公
庫
債
券
」
と

い
う
。
）
を
発
行
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
公
庫
の
貸
付
け
に
係
る
貸
付
債
権
を
当
該
公

庫
債
券
の
債
務
の
担
保
に
供
し
た
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
特
別
勘
定
以
外
の
勘
定
に
お
い
て
、
主
務
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
担
保
権
の
実
行
に
伴
う
損
失
の
補
て
ん
に
充
て
る
た
め
に
必
要
な
引
当
金
を
保
有
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
住
宅
金
融
公
庫
債
券
（
以
下
「
公
庫
債
券
」
と
い
う
。
）
」
を
「
公
庫
債
券
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
四
項
中
「
公
庫
の
貸
付
債
権
」
の
下
に
「
（
譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第

十
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
七
条
第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
二
項

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
公
庫
の
国
庫
納
付
金
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

公
庫
の
国
庫
納
付
金
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

住
宅
金
融
公
庫

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

住
宅
金
融
公
庫
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
特
別
勘
定
の
損
益
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
積
立
金
を
積
み

立
て
た
と
き
は
、
当
該
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
た
額
）
を
控
除
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

ロ

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
七
十
号
）
第
十
七
条
の
七
の
引
当

金
に
繰
り
入
れ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
前
項
の
益
金
の
合
計
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
し
、
当
該
事

業
年
度
に
お
い
て
当
該
引
当
金
か
ら
戻
し
入
れ
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
当
該
合
計
額
に
加
算
す
る
も

の
と
す
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
第
四
項
第
二
号
中
「
第
十
項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。



（
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
」
を
「
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
号
中
「
第
五
項
又
は
第
六
項
」
を
「
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
委
託
す
る
の
に
」
を
「
委
託
す
る
に
」
に
、
「
組
織
と
能
力
と
を
有
す
る
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条

の
二
十
一
第
一
項
の
指
定
確
認
検
査
機
関
で
あ
る
法
人
及
び
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

律
第
八
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
指
定
住
宅
性
能
評
価
機
関
で
あ
る
法
人
」
を
「
組
織
及
び
能
力
を
有
す
る
次
に
掲
げ
る

法
人
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
の
指
定
確
認
検
査
機
関
で
あ
る
法
人

二

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
指
定
住
宅
性
能

評
価
機
関
で
あ
る
法
人



三

債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
債
権
回

収
会
社

第
五
条
第
二
項
第
三
号
中
「
前
項
に
規
定
す
る
法
人
」
を
「
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
法
人
」
に
改
め
、
同
項

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
法
人

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
住
宅
金
融
公
庫
の
行
う
住
宅
金
融
公
庫
法
第

十
七
条
第
九
項
に
規
定
す
る
業
務
及
び
同
条
第
十
三
項
第
四
号
（
譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
に
係
る
貸
付
金
の
回
収
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
業
務
を
受
託
し
た
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
業
務

イ

譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
に
係
る
元
利
金
の
回
収
そ
の
他
回
収
に
関
す
る
業
務

ロ

イ
に
規
定
す
る
元
利
金
の
回
収
に
関
連
し
て
取
得
し
た
動
産
、
不
動
産
又
は
所
有
権
以
外
の
財
産
権
の
管
理
及
び

処
分

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
三
号
中
「
資
金
の
融
通
」
の
下
に
「
、
貸
付
債
権
の
譲
受
け
、
債
務
の
保
証
」
を
加
え
る
。



第
百
二
十
条
第
五
号
中
「
第
十
七
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
一
条
第
一
号
中
「
資
金
の
融
通
」
の
下
に
「
、
貸
付
債
権
の
譲
受
け
、
債
務
の
保
証
」
を
加
え
る
。



理

由

住
宅
金
融
公
庫
法
及
び
住
宅
融
資
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
に
係
る
元
利
金
の
回
収
等
の
業
務

を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
を
定
め
る
と
と
も
に
、
一
定
の
場
合
に
特
別
勘
定
以
外
の
勘
定
に
お
い
て
公
庫
債
券
の
債
務

に
係
る
担
保
権
の
実
行
に
備
え
た
引
当
金
を
保
有
す
る
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


